[bookmark: _GoBack]別記様式
	相    談    票
	番号      －     －       地図Ｐ

	
	対応者：

	
	       年       月       日

	＊太枠内は相談者による記入をお願いします。
	AM・PM     ：     
	来課・その他（　　）

	相  談  者
	住所
・
氏名
	事務所（自宅）住所

	
	
	事務所名等
	担当者名

	
	電話
	事務所・自宅・携帯           －        －

	
	当事者関係
	自己案件
・委任
	委任者の住所
氏名・ＴＥＬ
	住所

	
	
	
	
	氏名　　　　　　　　　ＴＥＬ　

	相  談  地
	地番
	杉戸町
	
	区域・用途地域等

	
	
	
	番地
	
	・市街化調整区域
(34-11・既存の集落・ほか)

・市街化区域
用途地域（１中・2中・１住・
２住・準住・近商・準工・工業・工専）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	面積
	公簿              　　　
　㎡
	地目
	宅地・田・畑・山林・雑種地
	

	
	
	実測              
　　　　　　　　㎡
	
	公衆用道路・他（         ）
	

	
	前面道路（境界査定の済・未済）
	

	
	排水先
	
	切・盛土の有無
	有・無

	利用目的
（予定建築物）
	自己居住用住宅、分譲住宅（       棟）、長屋・共同住宅（       棟）
その他（                                                       ）

	（相談要旨）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




都市計画法による開発許可等の相談に関するお願い


開発許可等の相談事務をより円滑に進めるために平成２７年４月１日から、次のとおり相談を行いますのでご協力ください。
回答については、現地調査後になります。また、相談票のないものについては回答できませんのでご了承願います。

１  相談時間は、次のとおりです。
なお、相談にあたっては、あらかじめ担当者と相談日時の調整を行ってください。
８時３０分から１７時１５分（ただし、１２時から１３時を除く。）
２  相談時間は、原則として１時間以内とします。
３  相談者は、相談に先立ち、備え付けの「相談票」に所要事項を記入の上、担当者に提出してください。
４  相談に必要な関係資料は、各自ご用意ください。資料がないと適切な回答ができないことがあります（位置図、公図、全部事項証明書、現地写真、建築確認資料など、相談内容によって異なります。）。
５  相談中、他の来庁者等に迷惑となるような不穏な発言や行為等があったときは、相談を打ち切り、場合によっては退室を求めることがあります。
６  相談に対する回答は、あくまでも相談いただいた内容に対する回答であり、必ずしも許可等を約束するものではありませんので、ご了承ください。
杉戸町建築課
